
１．契約件名

２．契約の相手方

３．契約相手方所在地

４．履行場所

５．業務の概要

６．契約日

８．契約金額（税込） 円

９．根拠法令

１０．契約相手方とした

　　　理由

１１．担当課 地域・高年福祉課

７．契約期間
　　　令和　７　年　　　１１　月　　　２１　日　から

　　　令和　８　年　　　　３　月　　　３１　日　まで

5,720,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第5号

・消火管より地中に水が沁みだしている可能性があったこと。また、そ
の範囲としては消火管の耐用年数から鑑みるに、漏水区画の複数箇所で
発生している可能性が高かったこと。
・消火管が埋設された部分は地上の通行者も多く、車の往来もあるた
め、最悪の想定として地面陥没の恐れがあったこと。
・消火管には、スプリンクラーを稼働させるための圧力が常時かかって
いる状態であり、漏水が判明した区域を一定期間放置しておくには高リ
スクであったこと。
・施設唯一の消火設備であり、使用不可の状態になった場合、年間利用
者が多いことから市民への影響が多いこと。
以上の理由から緊急修繕が必要と判断し、３社見積をしたところ、当該
契約相手方が最も安価であったため。

　　　令和　７　年　　　１１　月　　　２１　日

当初契約用

随意契約締結の報告について

　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」及び「伊丹市入札結果等
の公表に関する要綱」に基づき、工事請負契約及び工事に係る測量・調査・建設コンサルタ
ント等の委託業務契約について、随意契約を行った契約の内容について公表します。なお、
案件の詳細につきましては、下記担当課にお問い合わせください。

スプリンクラ－屋外埋設配管漏水修繕工事

安全産業株式会社

伊丹市御願塚4丁目10番18号

伊丹市立サンシティホール（伊丹市中野西1丁目１４８－１)

消防法上、義務設置となっている消火設備のスプリンクラーにおいて消
火管からの漏水を認めたため、修繕するもの。


